
〇老朽化した市営住宅の用途廃止を推進するため、民間事業者による入居者移転支援業務を実施する

〇民間事業者がもつノウハウや情報、サービスを活用して、円滑な入居者移転を図る

業務名 宮崎市営住宅入居者移転支援業務委託（佐土原地域）

履行期間
契約締結日～令和10年11月30日まで
※移転対象者の移転がすべて完了した場合等、上記期間によらず業務を終了する場合あり

提案限度額 9,170,000円（消費税及び地方消費税を含む）

業務内容 「03 事業の流れ」のとおり。詳しくは市ホームページをご覧ください。

スケジュール
※事務の都合等により変更

になる可能性があり

(1)公募開始 令和７年７月９日（水）

(2)質問受付締切 令和７年７月２２日（火）まで

(3)質問に対する回答 令和７年７月２５日（金）まで

(4)参加申込受付締切 令和７年７月３０日（水）

(5)参加資格結果通知 令和７年８月８日（金）

(6)企画提案書提出締切 令和７年８月２０日（水）

(7)プレゼンテーション 令和７年８月２７日（水）

(8)審査結果通知・公表 令和７年９月中旬

(9)仕様書協議・契約締結 令和７年９月下旬

(10)業務開始 令和７年１０月１日（水）

宮崎市営住宅入居者移転支援業務委託（佐土原地域）
の公募型プロポーザルの実施

01 事業目的

02 事業概要

03 事業の流れ

共通 移転調査業務(標準業務) 移転支援業務(追加業務)

①移転説明会の開催
②移転支援窓口の設置
③意向調査の実施
④内覧会の実施
⑤移転先の調整
⑥移転を希望しない方
 への対応

移転調査費
移転支援費

(成功報酬型)

移転開始
内
容

―

①移転料の算定・支払い
②入退去の支援

①業務計画書の提出
②業務報告書の提出

報
酬

04 問い合わせ

公募型プロポーザルの詳細については、市ホームページをご確認ください。

〇宮崎市役所　建設部　住宅課　住宅企画係

　(TEL)0985-21-1804　(FAX)0985-42-6292　(MAIL)25juken@city.miyazaki.miyazaki.jp

令和7年7月9日


